
茅ヶ崎市道路占用規則及び茅ヶ崎市水路に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改     正     後 改     正     前 

（茅ヶ崎市道路占用規則の一部改正）  

（路面復旧費及び路面復旧監督費） （路面復旧費及び路面復旧監督費） 

第１３条 掘さく者は、第１０条の規定により市長が路面復旧工事を施行する場

合は、別表に定める工事費単価に路面復旧面積を乗じて得た額（当該額に１０

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）の路面復旧費を負担し

なければならない。 

第１３条 掘さく者は、第１０条の規定により市長が路面復旧工事を施行する場

合は、別表に定める工事費単価に路面復旧面積を乗じて得た額（当該額に１０

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）の路面復旧費を負担し

なければならない。 

２ 前項の路面復旧面積の算定の方法は、市長が別に定める。 ２ 前項の路面復旧面積の算定の方法は、市長が別に定める。 

３ 掘さく者は、路面復旧工事を施行する場合（市長が路面復旧工事を施行する

場合を含む。）は、路面復旧費に１００分の５を乗じて得た額（当該額に１０

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）の路面復旧監督費を負

担しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、路面

復旧監督費を減免することができる。 

３ 掘さく者は、路面復旧工事を施行する場合（市長が路面復旧工事を施行する

場合を含む。）は、路面復旧費に１００分の５を乗じて得た額（当該額に１０

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）の路面復旧監督費を負

担しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、路面

復旧監督費を減免することができる。 

４ 第１項及び前項の規定による路面復旧費及び路面復旧監督費は、市長の指定

する日までに納入しなければならない。 

４ 第１項及び前項の規定による路面復旧費及び路面復旧監督費は、市長の指定

する日までに納入しなければならない。 

別表（第１３条関係） 別表（第１３条関係） 

路面復旧単価表 

道路種別 工種 種別 単位 工事単価 

昼間工事 夜間工事 

砂利道 砂利舗

装 

  １平方メート

ルにつき   
５，３３０円  ６，７６０円 

歩道 路盤 砕石（Ｃ―４

０）１０セン

１平方メート

ルにつき 
５，３３０円

 

６，７６０円 

 

路面復旧単価表 

道路種別 工種 種別 単位 工事単価 

昼間工事 夜間工事 

砂利道 砂利舗

装 

  １平方メート

ルにつき   
３，９００円  ４，９５０円

歩道 路盤 砕石（Ｃ―４

０）１０セン

１平方メート

ルにつき 
３，９００円

 

４，９５０円



チメートル以

上 

砕石（Ｃ―４

０）２０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 

 

１０，６７０円 １３，５８０円 

砕石（Ｃ―４

０）３０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１４，３５０円 １７，８７０円 

 

アスフ

ァル

ト・コ

ンクリ

ート舗

装 

開粒４センチ

メートル以上 

１平方メート

ルにつき 
９，４３０円 １１，７４０円 

開粒５センチ

メートル以上 

１平方メート

ルにつき 
１０，４２０円 １２，７６０円 

 

開粒１０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１７，４３０円

 

２０，４６０円 

 

インタ

ーロッ

キング

ブロッ

ク舗装 

６センチメー

トル以上 

１平方メート

ルにつき 
９，９５０円 １４，４６０円 

 

８センチメー

トル以上 

１平方メート

ルにつき 
９，９５０円 １４，５７０円 

 

平板ブ

ロック

舗装 

６センチメー

トル以上 

１平方メート

ルにつき 
９，９００円 １４，８７０円 

 

チメートル以

上 

砕石（Ｃ―４

０）２０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 

 

７，８１０円 ９，９００円

砕石（Ｃ―４

０）３０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１０，３４０円 １２，８７０円

 

アスフ

ァル

ト・コ

ンクリ

ート舗

装 

開粒４センチ

メートル以上 

１平方メート

ルにつき 
７，６７０円 ９，４８０円

開粒５センチ

メートル以上 

１平方メート

ルにつき 
８，４４０円 １０，３１０円

開粒１０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１４，２７０円

 

１６，７２０円

 

インタ

ーロッ

キング

ブロッ

ク舗装 

６センチメー

トル以上 

１平方メート

ルにつき 
８，３３０円 １１，９３０円

８センチメー

トル以上 

１平方メート

ルにつき 
８，３３０円 １２，０１０円

平板ブ

ロック

舗装 

６センチメー

トル以上 

１平方メート

ルにつき 
７，８９０円 １１，８５０円



車道 不陸整

正 

粒調（Ｍ―４

０）３センチ

メートル以上 

１平方メート

ルにつき 
２，１３０円 ２，９００円 

 

路盤 粒調（Ｍ―４

０）１０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
５，５００円 ６，９８０円 

 

粒調（Ｍ―４

０）２０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１１，１１０円 １３，９７０円 

 

粒調（Ｍ―４

０）３０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１４，９６０円 １８，４８０円 

 

粒調（Ｍ―４

０）４０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
２０，１３０円 ２５，０８０円 

 

粒調（Ｍ―４

０）５０セン

チメートル以

上 

１平方メート 

につき 

２５，４６０円 ３１，９００円 

 

粒調（Ｍ―４

０）６０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
２９，１５０円 ３６，２４０円 

車道 不陸整

正 

粒調（Ｍ―４

０）３センチ

メートル以上 

１平方メート

ルにつき 
１，７１０円 ２，３２０円

路盤 粒調（Ｍ―４

０）１０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
４，１２０円 ５，１７０円

粒調（Ｍ―４

０）２０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
８，３００円 １０，３９０円

粒調（Ｍ―４

０）３０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１１，１１０円 １３，５８０円

粒調（Ｍ―４

０）４０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１６，１１０円 ２０，３５０円

粒調（Ｍ―４

０）５０セン

チメートル以

上 

１平方メート 

につき 

１８，６４０円 ２３，２６０円

粒調（Ｍ―４

０）６０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
２２，５５０円 ２８，２７０円



アスフ

ァル

ト・ 

コンク

リート 

舗装 

密粒５センチ

メートル以上 

１平方メート

ルにつき 
９，８３０円 １１，８６０円 

 

密粒１０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１５，８２０円 １８，３１０円 

 

密粒１５セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
２０，０２０円 ２２，３８０円 

 

密粒２０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
２４，８３０円 ２７，５９０円 

 

密粒２５セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
２９，５００円 ３２，６４０円 

 

その他 排 水構

造 物 

Ｌ型側溝 １メートルに

つき 

２６，４００円 ３７，６７０円 

 

路側 歩車道境界ブ

ロック 

１メートルに

つき 

１７，２８０円 ２２，５２０円 

 

地先境界ブロ

ック 
１メートルに

つき 

１８，７００円 ２６，９５０円 

備考 略 

アスフ

ァル

ト・ 

コンク

リート 

舗装 

密粒５センチ

メートル以上 

１平方メート

ルにつき 
９，１５０円 １０，９００円

密粒１０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１２，８９０円 １４，８６０円

密粒１５セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
１６，５１０円 １８，５２０円

密粒２０セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
２０，６６０円 ２２，８８０円

密粒２５セン

チメートル以

上 

１平方メート

ルにつき 
２４，５７０円 ２７，１００円

その他 排 水構

造 物 

Ｌ型側溝 １メートルに

つき 

２１，７２０円 ３１，０７０円

 

路側 歩車道境界ブ

ロック 

１メートルに

つき 

１３，８８０円 １８，３３０円

 

地先境界ブロ

ック 
１メートルに

つき 

１４，８５０円 ２１，４５０円

備考 略 

  

 


